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大仙市大曲住吉町１－４５

秋田地方法務局大曲支局

電話 ０１８７－６３－２１００(音声案内 5番）



供託オンライン手続

「供託かんたん申請」利用手順書

１ 申請者情報の登録 ・・・ １ページ

２ 供託申請（選挙供託） ・・・ ５ページ

３ 供託金の納付
郵便局のＡＴＭの操作方法 ・・・ １５ページ

【選挙供託編】

◆本手順書および供託制度に関する問合せ先

〒014-0034
大仙市大曲住吉町１－４５

秋田地方法務局大曲支局
TEL：０１８７－６３－２１００ （音声案内５）
FAX：０１８７－６３－２１０１

◆登記・供託オンライン申請システム（供託かんたん申請）の
操作，入力等に関する問合せ先

サポートデスク
TEL：０５０－３７８６－５７９７



「供託ねっと」でインターネット検索して「登記・供託オンライン
申請システム登記ねっと供託ねっと」にアクセスしてください。
トップページで「申請者情報登録」をクリックします。
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１ 申請者情報の登録

で検索

供託ねっと

利用規約の画面が開きますので，ご確認し，ご理解した上で末尾に
ある【同意する】ボタンをクリックします。



申請者ＩＤ及びパスワードは，
任意の文字です。

「申請者情報新規入力」画面が開きますので，所要事項を入力し，

末尾にある【確認（次へ）】ボタンをクリックします。
※ 次回からは，申請者情報登録は不要です。

２

こちらにチェックしていただけ
ますと，お知らせ等を迅速に
確認できます。

半角でアルファベット，
数字，記号を混在させ
る必要があります。

法務太郎

ホウムタロウ

○○○ ○○○○

秋田県仙北郡美郷町○○字○○１番地１

アキタケンセンボクグンミサトチョウ○○アザ○○１バンチ１

090-○○○○-○○○○



「申請者情報仮登録完了」画面が開きます。注意事項を確認の上，
末尾にある【発行（次へ）】ボタンをクリックします。

「申請者情報入力内容確認」画面が開きますので，入力した事項に
誤りがないかご確認の上，末尾にある【仮登録（次へ）】ボタンを
クリックします。

３

法務太郎

ホウムタロウ

〒 ○○○ – ○○○○

秋田県仙北郡美郷町○○字○○１番地１

アキタケンセンボクグンミサトチョウ○○アザ○○１バンチ１

090-○○○○-○○○○



「申請者情報仮登録」が完了し，「認証情報登録」画面が開きます。
登録したメールアドレス宛てに認証情報が届きますので，入力後，
末尾にある【登録（次へ）】ボタンをクリックします。

３０分以内に認証情報を入
力する必要がありますので，
御注意ください。

申請者情報の登録が完了しました。続けて供託申請を行う場合は，
【ログイン画面へ】ボタンをクリックします。

４



「ログイン」画面が開きます。③で設定した申請者ＩＤとパスワード
を入力して【ログイン】ボタンをクリックしてください。

５

トップページに移動した場合，【供託かんたん申請】ボタンをクリックすると，「ログイン」
画面が開きます。

２ 供託申請

参考



「供託申請メニュー」画面が開きますので，
「供託（金銭）その他【かんたん】」をクリックします。

６

選挙供託の場合，こちらをクリックします。



「申請情報の入力」画面が開きますので，必要事項を入力し，末尾に
ある【次へ】ボタンをクリックします。

※ 以下は，選挙供託用です。供託の内容によって入力画面は異なります。

７

秋田地方法務局

秋田市山王七丁目１番３号

秋田県

供託者は，令和○年○月○日に行われる予定の秋田県知事選挙につき，候補者として当該選挙の選挙長に立候補の届出をする
ため供託する。

官庁の名称 秋田県知事選挙 選挙長

090-○○○○-○○○○

秋田県仙北郡美郷町○○字○○１番地１

秋田地方法務局大曲支局

法務太郎

仙北郡美郷町

供託者は、令和７年９月２１日に行われる予定の美郷町議
会議員一般選挙について、候補者として当該選挙の選挙長に
立候補の届出をするため供託する。

150000

官庁の名称 美郷町議会議員一般選挙選挙長

公職選挙法第９２条第１項

法務太郎



秋田地方法務局 ８

候補者本人が届出をする場合の入力例（記載例１）

公職選挙法第９２条第１項

秋田県仙北郡美郷町○○字○○１番地１

法務太郎

150000

供託者は、令和７年９月２１日に行われる予定の
美郷町議会議員一般選挙につき、候補者として当該
選挙の選挙長に立候補の届出をするため供託する。

仙北郡美郷町

官庁の名称 美郷町議会議員一般選挙選挙長

秋田地方法務局大曲支局

入力不要

入力不要

入力不要

チェック不要

【供託者の住所・氏名】

「住所又は法人所在地」欄は、
候補者の住民票上の住所を省略

せずに入力してください。

「氏名又は法人名」欄は、候補
者の戸籍上の氏名を入力してく

ださい。

【被供託者の住所・氏名】

「氏名又は法人名」欄に「湯沢
市」と入力してください。

【法令条項】

「公職選挙法第９２条第１項」と入

力してください。

【供託の原因たる事実】

画面例のように入力してくださ
い。

【供託金額】

半角数字で入力してください。

【供託書正本の受取方法】

供託書正本の受取方法（法務局
の窓口で受取 又は 郵送による受
取）を選択（チェック）してく
ださい。

【備考】

画面例のように入力してくださ
い。

※ 代理人による申請の場合は、委任状
の送付が必要となりますので、「送付
する添付書面あり」にチェックした上
、委任状を申請先の法務局に送付して
ください。

入力不要

入力不要

※ 代理人による申請の場合は代理人の
住所・氏名の入力が必要となります。
「 代理人

□□県□□市□□町□□番地
丙山三郎 」

※ 委任状が必要となりますので、御注
意ください。



秋田地方法務局
９

推薦人が届出をする場合の入力例（記載例２）

公職選挙法第９２条第１項

秋田県仙北郡美郷町○○字○○□番地

美郷次郎

150000

供託者は、令和７年９月２１日に行われる予定の美
郷町議会議員一般選挙につき、秋田県仙北郡美郷町
○○字○○１番地１ 法務太郎を候補者として、当
該選挙の選挙長に推薦の届出をするため供託する。

仙北郡美郷町

官庁の名称 美郷町議会議員一般選挙選挙長

秋田地方法務局大曲支局

入力不要

入力不要

入力不要

チェック不要

【供託者の住所・氏名】

「住所又は法人所在地」欄は、
推薦人の住民票上の住所を省略

せずに入力してください。

「氏名又は法人名」欄は、推薦
人の戸籍上の氏名を入力してく

ださい。

【被供託者の住所・氏名】

「氏名又は法人名」欄に「湯沢
市」と入力してください。

【法令条項】

「公職選挙法第９２条第１項」と入

力してください。

【供託の原因たる事実】

画面例のように入力してくださ
い。

候補者の住所・氏名は、住民票
上の住所・戸籍上の氏名を入力
してください。

【供託金額】

半角数字で入力してください。

【供託書正本の受取方法】

供託書正本の受取方法（法務局
の窓口で受取 又は 郵送による受
取）を選択（チェック）してく
ださい。

【備考】

画面例のように入力してくださ
い。

※ 代理人による申請の場合は、委任状
の送付が必要となりますので、「送付
する添付書面あり」にチェックした上
、委任状を申請先の法務局に送付して
ください。

入力不要

入力不要

※ 代理人による申請の場合は代理人の
住所・氏名の入力が必要となります。
「 代理人

□□県□□市□□町□□番地
丙山三郎 」

※ 委任状が必要となりますので、御注
意ください。



「入力内容の確認」画面が開きますので，入力した内容に誤りが
ないかご確認の上，末尾にある【確定】ボタンをクリックします。

１０

秋田地方法務局大曲支局

秋田県仙北郡美郷町○○字○○１番地１

仙北郡美郷町

供託者は、令和７年９月２１日に行われる予定の美郷町議会議員一般選挙につき、候補者として当該選挙の選挙長に立候補の届
出をするため供託する。

官庁の名称 美郷町議会議員一般選挙選挙長

090-OOOO-OOOO

法務太郎

150,000円

法務太郎

公職選挙法第９２条第１項



「納付情報入力」画面が開きますので，電子納付を行う際に必要と
なる氏名（法人団体名）をご確認の上，【確定】ボタンをクリック
します。

「送信確認」画面が開きますので，【送信実行】ボタンをクリック
します。

１１

社名にアルファベットが使用されている場合などに、このような注意喚起がありますので、
確認後、【ＯＫ】ボタンをクリックしてください。

参考

ホウムタロウ



「処理状況照会」画面が開きます。供託書を送信してしばらくする
と到達通知が届きますので，【到達通知】ボタンをクリックします。

供託書の送信が完了しました。「処理状況を確認する」ボタンを
クリックすると処理状況を確認することができます。

１２

【到達通知】ボタンが表示されない
場合には，しばらくお待ちください。

2025031925234001



「照会内容確認（到達通知）」画面が開きますので，到達通知を確認
します。法務局に問合せを行う際に，申請番号が必要となる場合があ
りますので，参考として本画面を印刷したものを保管してください。
印刷した後，【戻る（処理状況照会）】ボタンをクリックします。

１３

「処理状況照会」画面が開きます。送信した供託書の内容に不備
がなければ，しばらくして供託所から供託受理決定通知とともに
納付情報が送信されますので，【納付】ボタンをクリックします。

【お知らせ】供託受理決定通知や添付書類の
送付依頼が表示されます。

【納 付】納付情報が表示されます。

供託（金銭）その他【かんたん】

2014/01/09 16:22:23

1000dai

2025031925234001

2025年3月19日16時22分

2025031925234001 2025/03/19 16:22:23



【納付】ボタンをクリックすると「電子納付情報」が表示されます。
インターネットバンキングをご利用の場合には，画面右側の【電子

納付】ボタンをクリックして手続を行ってください。
なお，直接ご契約の金融機関のホームページからインターネットバ

ンキングを利用して納付することもできます。
ゆうちょ銀行等のＡＴＭ（ペイジー対応のATM）により電子納付する

こともできます。
いずれの方法でも納付期限（納付期間最終年月日）までに手続する

必要があります。

インターネットバンキングを御利用
の場合，こちらをクリックします。

１４

供託書正本を窓口で受け取る場合は，申請番号及び申請者名が記載さ
れた書面を交付の際に提出してください。送付を請求した場合は，申請
番号を付記して返信用の切手を貼った封筒を郵送してください。

以上で「供託かんたん申請」を利用した供託手続は完了です。供託所
で供託金の納付が確認できましたら供託書正本を発行・送付します。

供託（金銭）その他【かんたん】

法務太郎

300,000円

2025031925234001

2025年3月19日16時55分

2025年○月○日

150,000



３ 供託金の納付

郵便局の「ＡＴＭ」の操作方法

１５

現金は２００万円まで取り扱い可能です。
供託者の通帳から入金する手続もありますので，
ゆうちょ銀行にお尋ねください。



供託金の納付はぜひ

をご利用ください
電子納付

電子納付の具体的な操作の流れは
3ページ以降をご覧ください！

ペイジー対応ATM
での納付
インターネットバンキング
での納付

3ページへ

4ページへ

簡単な操作で
納付完了！

かんたん！！べんり！！
いつでも、
どこでも

納付ができる！
インターネット
バンキングだと

あんしん！！
現金を
持ち運ぶ
必要なし！

（別添２）



　電子納付は、国庫金などを取り扱う金融機関の ATM やインターネットバンキン
グなどを利用して、供託金や各種手数料などをお支払いいただけるサービスです。
　なお、電子納付が可能な金融機関は、電子納付情報 Web サイト（https://
shinsei.e-gov.go.jp/Payment/sel/sel-page.jsp）でご確認願います。

電子納付とは・・・？

◎お近くのゆうちょ銀行やペイジー
対応の金融機関のＡＴＭで供託
金を納付することができます。

◎窓口営業時間外でも、
　ご利用できます。

◎手数料は、一般的には
　かかりません。

◎ご自宅等のインターネットに接続
しているパソコン等から、供託
金を納付することができます。

◎原則として２４時間３６５日
　いつでも、ご利用できます。

◎手数料は、一般的には
　かかりません。

※ただし、金融機関によって、手数料がかかる場合があるほか、ＡＴＭのご利用時間も異なっています。
　また、インターネットバンキングのご利用に当たっては、ご利用される金融機関との契約が必要です。
　詳細につきましては、ご利用される金融機関にご確認願います。

ペイジー対応ＡＴＭ
での

電子納付のメリット

インターネットバンキング
での

電子納付のメリット

電子納付のメリットは…？？

1



以下に、電子納付完了までの
おおまかな手続の流れを示します

窓口で
供託の申請をする

オンラインで
供託の申請をする

※職員に供託金の納付方法を「電子納付」
とお伝えください。

※オンラインでの申請における供託金の
　納付方法は「電子納付」となります。

供託の申請1

窓口で供託の申請をし、
受理された場合、
「供託受理決定通知書」

が交付されます

オンラインで供託の申請をし、
受理された場合、
「電子納付情報表示」

画面で確認できます

納付情報の取得2

収納機関番号：00100
納付番号：1234567890123456
確認番号：123456

2



電子納付をする3
①ペイジー対応 ATMで納付する場合
ゆうちょ銀行のＡＴＭで納付する場合（概要） ※画面はすべてイメージです。実際とは異なる場合があります。

ATM 画面の
「料金払込（ペイジー）」

ボタンを押してください。

供託金の納付に当たっては、ATM 専用の払込
書がありませんので、 「手入力」ボタンを押
してください。

供託所から交付された「供託受理決定通知書」
又はオンラインで取得した「電子納付情報表示」
画面に表示された
①収納機関番号
②納付番号（お客さま番号）
③確認番号

（確認の仕方は「２納付情報の取得」をご参照く
ださい。）を ATM 画面のご案内に沿って入力し
てください。
その後も引き続き、画面のご案内に沿って操作
してください。

※その他の金融機関のＡＴＭの操作につきましては、各金融機関又はＡＴＭの機種により異なりますが、
　基本的な操作はゆうちょ銀行の ATM の操作とほぼ同様となっております。
　詳細につきましては、ご利用される金融機関にご確認願います。

全ての操作完了後、利用明細書が出力されますので、大切に保管してください。

1

2

3

3



②インターネットバンキングで納付する場合
ゆうちょ銀行の
インターネットバンキング（ゆうちょダイレクト）で
納付する場合
※ゆうちょダイレクトのお申込みが必要となります。
　なお，画面はすべてイメージです。実際とは異なる場合があります。

メニューの
「税金・各種料金の
払込み（ペイジー）」
を押してください。

供託所から交付された「供託
受理決定書」又はオンライン
で取得した「電子納付情報納
付情報」画面に表示されてい
る「収納機関番号※」
を入力して「次へ」を押し
てください。

※「収納機関番号」、「納付番
号（お客さま番号）」及び「確
認番号」の確認の仕方につ
いては、「２　納付情報の取
得」をご参照ください。

1

2

4



「供託受理決定通知書」又はオ
ンラインで取得した「電子納付
情報表示」画面に表示されてい
る「納付番号（お客様
番号）」「確認番号」を
入力して「次へ」を押してくだ
さい。

表示された払込みの内容を確
認の上、払出口座を選択し、
「次へ」を押してください。

3

4

5



ワンタイムパスワード送付用メー
ルアドレスを選択し、「次へ」を
押してください。

5

※右の画面は、トークンをご
利用のお客さまには表示さ
れません。

払込みの内容と払出口座を確
認の上、ワンタイムパスワード
を入力し、 「実行する」を
押してください。

6

※トークンをご利用のお客さま
は、トークンに表示される
ワンタイムパスワードを入力
してください。

6



供託金の納付はぜひ

をご利用ください
電子納付

電子納付の具体的な操作の流れは
3ページ以降をご覧ください！

ペイジー対応ATM
での納付
インターネットバンキング
     での納付

3ページへ

4ページへ

簡単な操作で
納付完了！

かんたん！！べんり！！
いつでも、
どこでも

納付ができる！
インターネット
バンキングだと

あんしん！！
現金を
持ち運ぶ
必要なし！

右の「受付完了」画面が
表示されると、
払込みは完了です。

7

※この払込みに係る領収証書
は発行されません。この画
面が支払いの証明となりま
すので、必要に応じて「印刷
用画面を表示する」から印
刷の上、保管してください。

供託金の電子納付は、供託所の窓口で供託の申請をする場合でも
オンラインで供託の申請をする場合でも利用可能です。
　オンラインで供託を申請する場合は、

『供託かんたん申請』を使うと便利ですので、

　　　　　　　　　　ぜひご利用ください！！
供託所に行かなくても、オンラインで供託の申請をすることができる
インターネットができるパソコンがあれば、
すぐに供託の申請をすることができる（面倒な環境設定は不要です）

　など、メリットがたくさんです！！

  供託ねっと 検索 https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/kyoutakunet/top.html

最後に一息

（平成31年3月作成）
《 詳しくは、最寄りの法務局（供託所）にお尋ねください。》
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

7



供託金払渡請求書（第２５号書式） 係員印 受付  調査  照合  交付  元帳  

請 求 年 月 日   令和   年   月   日  受 付 番 号 第        号 年  月  日      

認可  ㊞    供 託 所 の 表 示  秋田地方法務局  整 理 番 号 第        号 

請
求
者
の
住
所
氏
名
等

 

 

〒     －     

   

 

 

                      ※印不要 

（会社法人等番号（任意））     －    － 

（代理人による請求のときは、代理人の住所氏名も記載します。） 

払渡請求事由及 

び還付取戻の別 

還付  １．供託受諾   ２．担保権実行   ３． 

取戻  １．供託不受諾  ２．供託原因消滅  ３． 

 

隔地払、国庫金 

振替、預貯金振 

込を希望すると 

きはその旨   

 

 １．隔地払 

  銀行  店 

 ３．預貯金振込 

   振込先      銀行      店 

 預貯金の種別 普通・当座・通知・別段 

受取人   預貯金口座番号  

 ２．国庫金振替 

 

 預貯金口座名義 

 人（かな書き） 

 

供 託 番 号  元 本 金 額 利 息 を 付 す 期 間 利 息 金 額   備 考 

 連絡先電話番号 

 （     －     －      ） 

令和  年度金第    号 150,000 円  月 円 

    年度金第    号   月  

    年度金第    号   月  元 件  

    年度金第    号   月  利   

元 本 

合 計 額 

 

 

億 

 

千 

 

百 

￥ 

十 

１ 

万 

５ 

千 

０ 

百 

０ 

十 

０ 

円 

０ 

 計  

 
（注）元本合計額の冒頭に￥記号を記入します。 

   上記金額を受領した。 
                           年  月  日 
        受取人氏名 
 
       （代理人により受け取るときは、本人の氏名及び代理人の氏名） 

頁 １ 

１ 

年   月   か ら  

年   月   ま で  

年   月   か ら  

年   月   ま で  

年   月   か ら  

年   月   ま で  

年   月   か ら  

年   月   ま で  

大曲支局



供託金払渡請求書（第２５号書式）                                    

請 求 年 月 日  令 和 ７年  ○月  ○日  受 付 番 号 第        号 年  月  日      

認可  ㊞    供託所の表示  秋田地方法務局大曲支局  整 理 番 号 第        号 

 

 

 

  〒○○○－○○○○ 

  仙北郡美郷町○○字○○１番地１ 

     法 務 太 郎 ※印不要 

 

 

    代理人による請求のときは，代理人の住所 

    氏名をも記載し，代理人が押印すること。 

払渡請求事由及 

び還付取戻の別 

還付  １．供託受諾   ２．担保権実行   ３． 

取戻  １．供託不受諾  ２．供託原因消滅  ３．    

 

隔地払，国庫金 

振替，預貯金振 

込を希望すると 

きはその旨   

 

 １．隔地払 

 

  銀行  店 

 ３．預貯金振込 

   振込先 ○○ 銀行   ○○支   店 

 預貯金の種別 普通・当座・通知・別段 

受取人   預貯金口座番号 １２３４５６７８ 

 ２．国庫金振替 

 

 預貯金口座名義 

 人（かな書き） 

ほうむたろう 

 

供 託 番 号 元 本 金 額 利 息 を 付 す 期 間 利 息 金 額   備 考 

連絡先（日中連絡可能な番号） 

０９０－○○○○－１１１１ 

令和７年度金第○号 150,000 円  月 円 

 年度金第  号   月  

 年度金第  号   月  元 件  

 年度金第  号   月  利   

元 本 

合 計 額 

 

 

 

 

 

 

百 

￥ 

十 

１ 

万 

５ 

千 

０ 

百 

０ 

十 

０ 

円 

０ 

 計  

 

請
求
者
の
住
所
氏
名
印 

年   月   か ら  

年   月   ま で  

年   月   か ら  

年   月   ま で  

年   月   か ら  

年   月   ま で  

年   月   か ら  

年   月   ま で  

(注)元本合計額の冒頭に￥記号を記入し，又は押印すること。    上記金額を受領した。 
        年  月  日  
        受取人氏名                ㊞ 
 
 （代理人により受け取るときは，本人の氏名及び代理人の氏名印） 

立候補者ご本人が記入してください。 

※使者からの申請の場合についても、立候

補者ご本人による記名になります。 
（請求者本人名義の口座

に限ります） 

払 渡 し に は 、 選 挙 管 理 委 員 会 か ら の 「 供 託 原 因 消 滅 証 明 書 」 

が 必 要 で す ！ 


